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寄
附
御
礼

ア
ピ
タ
名
古
屋
空
港
店

　
レ
ジ
袋
有
料
化
の
収
益
金

　
十
七
万
七
千
七
百
七
十
六
円

　健
全
な
財
政
状
況
を
維
持

　
新
地
方
公
会
計
制
度
に
基
づ
き
、
平
成
二

十
八
年
度
決
算
に
お
け
る
財
務
四
表
を
作
成

し
、
本
町
の
財
政
状
況
を
検
証
し
た
と
こ
ろ
、

各
数
値
は
と
も
に
健
全
で
あ
る
と
い
う
結
果

と
な
り
ま
し
た
。
今
後
も
自
主
財
源
の
確
保

や
町
有
資
産
の
有
効
活
用
に
努
め
、
引
き
続

き
健
全
な
財
政
運
営
を
行
い
ま
す
。

　
詳
細
な
分
析
結
果
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

公
表
し
て
い
ま
す
▼
問
合
せ
　
総
務
課
企
画

財
政
・
情
報
係
　
☎
２８
・
０
９
１
３

　災
害
時
相
互
応
援
協
定
を
締
結

　
五
月
二
十
九
日
（
火
）
、
二
市
三
町
（
豊

山
町
、
小
牧
市
、
岩
倉
市
、
大
口
町
、
扶
桑

町
）
で
「
災
害
時
に
お
け
る
相
互
応
援
に
関

す
る
協
定
」
を
締
結
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
は
、
大
規
模
災
害
が
発
生
し
た
場
合

に
、
被
災
し
た
自
治
体
側
の
要
請
に
応
じ
、

食
料
、
飲
料
水
、
資
機
材
な
ど
の
物
資
提
供
、

被
災
者
の
一
時
的
受
入
れ
、
職
員
の
派
遣
等

相
互
応
援
を
実
施
す
る
も
の
で
す
。
ま
た
、

平
時
は
、
市
町
の
物
資
の
備
蓄
状
況
や
連
絡

体
制
な
ど
の
情
報
交
換
を
行
い
、
近
隣
自
治

体
と
円
滑
か
つ
迅
速
な
応
援
体
制
を
構
築
い

た
し
ま
す
▼
問
合
せ
　
防
災
安
全
課
防
災
安

全
係
　
☎
２８
・
０
３
５
５

　町
長
と
の
対
話
集
会

　
町
長
が
、
地
区
や
地
域
、
グ
ル
ー
プ
の
活

動
の
場
に
出
向
き
、
町
民
の
皆
様
と
の
対
話

集
会
を
行
い
ま
す
。
町
政
や
ま
ち
づ
く
り
に

対
す
る
ご
意
見
や
提
案
を
お
聴
き
し
ま
す
。

詳
し
く
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て

い
る
実
施
要
綱
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
▼
対
象
　
町
内
に
在

住
・
在
勤
す
る
方
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い

る
お
お
む
ね
十
人
以
上
の
グ
ル
ー
プ
▼
開
催

日
　
毎
月
第
四
週
を
原
則
と
し
て
、
グ
ル
ー

プ
の
希
望
日
時
と
町
長
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を

調
整
し
て
決
定
し
ま
す
▼
会
場
　
原
則
と
し

て
、
申
込
み
グ
ル
ー
プ
で
確
保
し
て
い
た
だ

き
ま
す
▼
募
集
数
　
毎
月
一
組
（
応
募
者
多

数
の
場
合
は
、
翌
月
以
降
の
開
催
と
な
り
ま

す
）
▼
申
込
み
　
開
催
を
希
望
す
る
日
の
一

か
月
前
ま
で
に
所
定
の
用
紙
に
よ
り
役
場
三

階
十
番
窓
口
総
務
課
企
画
財
政
・
情
報
係
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
▼
問
合
せ
　
総
務
課
企

画
財
政
・
情
報
係
　
☎
２８
・
０
９
１
３

特
　
集

情
報
コ
ー
ナ
ー

ま
な
び
す
と

キ
ラ
リ
健
康
ナ
ビ

わ
い
わ
い
プ
ラ
ザ

町
政
あ
ん
な
い

特
　
集

情
報
コ
ー
ナ
ー

ま
な
び
す
と

キ
ラ
リ
健
康
ナ
ビ

わ
い
わ
い
プ
ラ
ザ

町
政
あ
ん
な
い
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国や県などの
情報をまとめて
お知らせします。

　年
金
保
険
料
の
免
除
制
度

　
保
険
料
の
納
付
方
法
は
、
納
付
書
、

口
座
振
替
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
払
い

か
ら
選
択
で
き
ま
す
。

　
病
気
・
災
害
・
失
業
な
ど
で
収
入
が

少
な
い
方
に
対
し
て
、
保
険
料
が
納
め

ら
れ
な
い
と
き
の
た
め
に
免
除
制
度
が

あ
り
ま
す
。
納
付
に
困
っ
た
ら
、
お
早

め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
免
除
に
は
申
請
が
必
要
で
す

　
各
種
制
度
を
利
用
す
る
た
め
に
は
申

請
が
必
要
で
す
。
申
請
日
か
ら
過
去
二

年
一
か
月
前
ま
で
が
対
象
と
な
り

ま
す
。

①
申
請
免
除

　
本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
所
得
に

応
じ
て
全
額
免
除
、
四
分
の
三
免
除
、

半
額
免
除
、
四
分
の
一
免
除
が
で
き
ま

す
。

②
納
付
猶
予

　
五
十
歳
未
満
で
、
本
人
と
配
偶
者
そ

れ
ぞ
れ
の
所
得
が
一
定
以
下
の
方
は
、

保
険
料
の
納
付
を
猶
予
で
き
ま
す
。

③
学
生
納
付
特
例

　
本
人
の
所
得
が
一
定
以
下
の
学
生

は
、
在
学
期
間
中
の
保
険
料
の
納
付
を

猶
予
で
き
ま
す
。

●
未
納
よ
り
有
利
で
す

　
免
除
等
を
申
請
し
た
期
間
が
承
認
さ

れ
れ
ば
、
年
金
を
受
給
す
る
た
め
の
資

格
期
間
に
反
映
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
免

除
が
承
認
さ
れ
た
期
間
は
、
減
額
は
あ

る
も
の
の
老
齢
基
礎
年
金
額
に
も
反
映

さ
れ
ま
す
。

●
追
納
を
お
す
す
め
し
ま
す

　
免
除
や
猶
予
が
承
認
さ
れ
た
方
は
、

保
険
料
を
全
額
納
付
し
た
場
合
に
比
べ

て
年
金
額
が
低
額
と
な
り
ま
す
。
生
活

に
ゆ
と
り
が
で
き
た
場
合
、
十
年
以
内

な
ら
、
追
納
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
老
齢

基
礎
年
金
を
満
額
に
近
づ
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
追
納
額
は
当
時

の
保
険
料
に
一
定
の
加
算
金
が
追
加
さ

れ
ま
す
。

●
申
請
期
間

　
平
成
三
十
年
度
分
の
免
除
申
請
は
七

月
か
ら
受
付
し
ま
す
。

●
申
請
に
必
要
な
も
の

・
申
請
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
確
認
で

き
る
書
類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
・

通
知
カ
ー
ド
等
）

・
本
人
確
認
が
で
き
る
書
類

・
印
鑑

・
離
職
票
等
の
写
し
（
失
業
等
に
よ
り

免
除
申
請
さ
れ
る
方
）

・
在
学
証
明
書
か
学
生
証
（
学
生
納
付

特
例
制
度
の
申
請
を
さ
れ
る
方
）

※

本
人
以
外
が
申
請
さ
れ
る
場
合
は
委

任
状
の
ほ
か
に
、
本
人
と
代
理
人
の
本

人
確
認
が
で
き
る
書
類
が
必
要
に
な
り

ま
す
。

▼
問
合
せ
　
名
古
屋
西
年
金
事
務
所
☎

０
５
２
・
５
２
４
・
６
８
５
５
　
町
住

民
課
住
民
・
年
金
係
　
☎
２８
・
０
９
６

６
　
　
　

　 神
経
系
難
病
の

　
　
　患
者
・
家
族
教
室

　
清
須
保
健
所
で
は
、
神
経
系
難
病
で

療
養
さ
れ
て
い
る
方
や
ご
家
族
の
方
を

対
象
に
患
者
・
家
族
教
室
を
毎
年
開
催

し
て
い
ま
す
。
今
年
度
は
、
脊
髄
小
脳

変
性
症
の
患
者
さ
ん
と
ご
家
族
を
対
象

に
次
の
日
程
で
開
催
し
ま
す
。
同
じ
病

気
の
人
と
の
交
流
を
希
望
さ
れ
る
方

や
、
治
療
に
つ
い
て
知
り
た
い
と
い
う

ご
家
族
の
方
な
ど
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ

さ
い
。

▼
と
き
　
九
月
二
十
六
日
（
水
）
午
後

二
時
〜
午
後
四
時

▼
と
こ
ろ
　
清
須
保
健
所
（
清
須
市
春

日
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

▼
内
容
　
講
話
「
脊
髄
小
脳
変
性
症
と

そ
の
治
療
に
つ
い
て
」
、
交
流
会

▼
講
師
　
名
古
屋
第
一
赤
十
字
病
院
　

健
診
セ
ン
タ
ー
長
　
神
経
内
科
医
　
真

野
和
夫
氏

▼
参
加
費
　
無
料

▼
申
込
期
限
　
九
月
三
日
（
月
）

▼
申
込
み
・
問
合
せ
　
清
須
保
健
所
健

康
支
援
課
　
☎
０
５
２
・
４
０
１
・
２

１
０
０

一
宮
ろ
う
学
校
の

　
　
　  

乳
幼
児
教
育
相
談

　　
「
音
に
反
応
し
な
い
」
「
名
前
を
呼

ん
で
も
振
り
向
か
な
い
」
地
域
で
こ
の

よ
う
な
お
子
様
の
子
育
て
で
悩
ん
で
い

る
保
護
者
の
方
は
、
一
日
で
も
早
く
、

愛
知
県
立
一
宮
聾
学
校
の
乳
幼
児
教
育

相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
「
聞
こ

え
」
と
「
こ
と
ば
」
は
、
三
歳
ま
で
に

そ
の
基
礎
が
確
立
す
る
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
た
め
、
「
聞
こ
え
」
に
よ

る
「
こ
と
ば
」
の
遅
れ
に
対
す
る
教
育

は
、
早
け
れ
ば
早
い
ほ
ど
効
果
が
上
が

り
ま
す
。
少
し
で
も
お
子
様
の
「
聞
こ

え
」
や
「
こ
と
ば
」
に
不
安
を
抱
か
れ

ま
し
た
ら
、
た
め
ら
わ
ず
に
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

●
教
育
相
談
　

　
悩
み
や
子
育
て
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
、

聞
こ
え
に
関
す
る
簡
単
な
検
査
を
行
い

ま
す
。

●
乳
幼
児
教
室
　

　
聞
こ
え
や
聞
こ
え
に
よ
る
言
葉
に
障

が
い
の
あ
る
お
子
様
と
保
護
者
を
対
象

に
し
た
個
別
の
支
援
を
行
い
ま
す
。

（
二
歳
児
は
、
週
一
回
の
集
団
指
導
も

行
っ
て
い
ま
す
。
）

●
進
路
相
談
　

　
難
聴
の
お
子
様
の
進
路
相
談
を
受
け

付
け
て
い
ま
す
。
相
談
は
、
随
時
行
っ

て
い
ま
す
。
ま
ず
は
お
電
話
く
だ
さ

い
。
相
談
、
聴
力
測
定
、
指
導
料
は
無

料
で
す
。

▼
問
合
せ
　
愛
知
県
立
一
宮
聾
学
校

（
対
象
校
区
　
尾
張
・
知
多
地
域
）
幼

稚
部
主
事
・
教
育
相
談
担
当
　
一
宮
市

大
和
町
苅
安
賀
字
上
西
之
杁
３
０
　
☎

０
５
８
６
・
４５
・
６
０
０
０
　
　
０
５

８
６
・
４３
・
４
４
６
２

　今年の夏は、地空人くん宛の暑中見舞いを募集しています。い
ただいたハガキには地空人くんからお返事が届きます。

▼募集期間　７月１日（日）～３１日（火）まで

▼送付先　〒４６０－８７９９
　　　　　日本郵便株式会社名古屋中郵便局留「ご当地キャラへ
　　　　　応援かもめ～るを書こうキャンペーン事務局16番」宛

▼問合せ　総務課企画財政・情報係　☎２８・０９１３

と　き　　7月19日（木）
　　　　　午後1時～午後4時
ところ　　北名古屋市社会福祉協議会本所　
　　　　　1階相談室
相談内容　不動産に関する取引と悩みごと
　　　　　秘密は厳守します
問合せ　　公益社団法人愛知県宅地建物
　　　　　取引業協会　西尾張支部
　　　　　☎０５８６・８１・３３４４
　　　　　　０５８６・８１・３３５４

みんなの
く
ん

と　き　７月１９日（木）
　　　  午前１０時～午後３時３０分
ところ　 役場１階　相談室
相談員　 愛知県女性相談員
問合せ　 福祉課福祉係　☎２８・０９１２

●女性相談（要予約）

と　き　７月１０日（火）
　　　 午前１０時～午後３時３０分
ところ 　役場１階　相談室
相談員 　愛知県母子自立支援員
問合せ 　福祉課福祉係　☎２８・０９１２

●母子家庭自立支援・就業相談

と　き　月曜日～金曜日（祝日除く）
　　　　午前８時３０分～午後５時１５分
ところ　役場１階　相談室
相談員　尾張中部障害者就業・生活支援センター職員
問合せ　福祉課福祉係　☎２８・０９１２

●障がい者就業相談（要予約）

と　き　７月１０日（火）
　　　　午前１０時～午前１１時３０分
ところ　 総合福祉センター
　　　　しいの木２階　相談室
　　　　☎３９・０７７６（電話相談可）
相談員　身体障害者相談員・知的障害者相談員
問合せ　福祉課福祉係　☎２８・０９１２

●身体障がい者等相談

●いのちの相談
「いのちの電話」（通話無料）
受付時間　毎月１０日
　　　　　午前８時～翌日の午前８時
　　　　　☎０１２０・７８３・５５６
「名古屋いのちの電話」（通話有料）
受付時間　２４時間いつでも
　　　　　☎０５２・９３１・４３４３
問合せ　福祉課福祉係　☎２８・０９１２

●家庭児童相談（要予約）
と　き　７月２０日（金）
　　　　午後1時～午後３時
ところ　保健センター２階　研修室
相談員　愛知県家庭相談員
問合せ　保健センター　☎２８・３１５０

と　き　月曜日～金曜日（祝日除く）
　　　　午前１０時～午後３時
ところ　 各保育園
相談員　町保育士
問合せ　豊山保育園　☎２８・２８８８
　　　　冨士保育園　☎２８・３４５９
　　　　青山保育園　☎２８・３５６２

●子育て相談

●教育相談
と　き　月曜日から金曜日（祝日除く）
　　　　午前９時～午後４時
　　　　 ☎０１２０・２８・７８６７（ナヤムナ）
ところ　新栄学習等供用施設
相談員　豊山町教育相談員
問合せ　教育委員会事務局学校教育係
　　　　☎２８・２２１１

●心配ごと相談
と　き　７月１７日（火）
　　　　午後１時３０分～午後３時
ところ　 総合福祉センターしいの木２階　相談室
相談員　民生児童委員
問合せ　社会福祉協議会　☎２９・０００２

●さざんか児童館子育て相談
と　き　７月１３日（金）
　　　　午前１０時３０分～午前１１時３０分
ところ　さざんか児童館
相談員　愛知県家庭相談員
問合せ　しいの木児童センター ☎３９・０１１４

●家庭教育相談
と　き　７月１８日（水）
　　　　午後１時～午後３時
ところ　役場３階　会議室３
相談員　子育てネットワーカー
対　象　町内在住の方で高校生以下のお子様をお持ちの方
問合せ　教育委員会事務局生涯学習係　☎２８・０３９６

●消費生活相談
とき・ところ　７月  ４日（水）　役場３階　会議室4
　　　　７月１８日（水）　役場３階　会議室３
時　間　午後１時～午後３時
相談員　消費生活相談員
問合せ　地域振興課地域振興係　☎２８・２４６３

●よろず相談
と　き　７月１８日（水）
　　　　午後１時～午後３時
ところ　役場３階　会議室３
相談員　行政相談委員　人権擁護委員
問合せ　総務課総務・人事係　☎28・6003
　　　 福祉課福祉係　☎28・0912

相

談

9/26

7/19

地空人くんに
暑中見舞いを送ろう

お返事
書きます

不動産無料相談


